
 

 

議案第 ３ 号 

 

 

伊賀南部環境衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 

 

 

 伊賀南部環境衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成２０年条例第１

号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

   平成２５年２月１５日 提出   

  

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克 

 
 

理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律等に伴う廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、組合 

が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格基準を定める必要がある

こと及び名張市における家庭廃棄物の排出に係る手数料を見直そうとする。これ 

が、この議案を提出する理由である。 
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   伊賀南部環境衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例  

 伊賀南部環境衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成２０年条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

 第１８条を第１９条とし、第１７条の次に次の１条を加える。 

 （技術管理者の資格） 

第１８条 法第２１条第３項に規定する条例で定める技術管理者が有する資格は、次のと

おりとする。 

（１）技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（化学部門、

上下水道部門又は衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限る。） 

（２）技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、

１年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

（３）廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）第８

条の１７第２号イからチまでに掲げる者 

（４）前３号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 

 別表中「６円」を「５円」に、「１３円」を「１０円」に、「２８円」を「２２円」に、

「４５円」を「３６円」に、「６８円」を「５４円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成２

５年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる第１５条の規定による指

定ごみ袋の交付について適用し、同日前に行われた指定ごみ袋の交付については、なお

従前の例による。 

 


